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概要 

労働・傷病兵・社会省(MOLISA)が新通達 18/2018/TT-

BLDTBXH(以下、通達 18)を発行し、ベトナムにおける

外国人労働者管理に関する実施ガイダンスである

2016年 10月 25 日付の通達 40/2016/TT-BLDTBXHを一

部変更、追加しました。通達 18 は 2018年 12 月 18

日から有効となっています。 

 

主な内容 

通達 18の重要な変更は以下の通りです。 

 

フォームの変更 

• 外国人労働者雇用必要報告書に、勤務地と労働

形態についての詳細情報の記載が追加で求めら

れ、外国人労働者の雇用理由はより詳細情報を

要求されます。 

• 労働許可証対象外認定書の申請フォームにおい

ても、より多くの情報を求められます。 

 

労働許可証の回収手続き 

無効となった労働許可証を回収し、発行した機関へ

再提出する雇用側の義務がなくなりました。しか

し、以下の場合には、雇用者は許可書を発行した機

関に文書で報告しなければなりません。 

• 労働契約の終了 

• 終了済又は期限が切れた経済、貿易、財政、銀

行、保険、科学技術、文化、スポーツ、教育、

医療分野の契約 

• 外国人労働者のベトナム勤務の任期満了 

• 企業、団体、ベトナム側パートナー、あるいは

在ベトナム外国非政府団体の活動終了 

• 外国人労働者が投獄、死亡、又は裁判所により

死亡や失踪を宣告された場合 

ベトナムにおいての外国人労働者管理に関する法律の実施ガイダンスと追加、変

更についての新通達 
 

労働許可証の期限が切れた場合、雇用者はその許可証を

発行した機関に、労働許可証を返却、通知する必要はあ

りません。 

 

発給された労働許可証の内容と労働契約の内容が一致し

ない場合、労働許可証を発行した機関が雇用者へ規定の

通り労働許可証の失効について文書で通知します。 

 

申請書類提出機関の統一 

• 本社と、支店又は事務所が異なる地域にある場合、

企業は、労働・傷病兵・社会省または地方の労働傷

病兵社会局のうち、提出する機関を選べます。 

• しかし、申請書提出機関を決めた後、外国人労働者

雇用必要報告書の提出、労働許可証や労働許可証対

象外認定書の提出や更新を行う機関は統一しなけれ

ばなりません。 

 

今後の動向 

通達 18の適用によって、各地域で対応が異なるなどの

一部混乱が予想されます。雇用者が最も効率的に事業活

動を行うため、雇用者はこの新通達の実施動向を注視す

る必要があります。 
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